
い
、
調
査
書
類
を
お
配
り
し
ま

す
。
よ
り
便
利
に
皆
様
に
ご
回

答
い
た
だ
く
た
め
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
、

簡
単
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回

答
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
対
象
調
査
地
区

長
峯
・
愛
宕
山
・
内
屋
敷
・
前

畑
・
日
向
山
・
豊
内
・
如
信

沢
・
新
六
・
石
名
田
・
松
ケ
沢

◆
調
査
員

　

長
久
保
重
真
・
稲
本
和
也

問
泉
崎
村
総
務
課

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
１
１
１

　

税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方

を
対
象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

説
明
会
へ
の
参
加
に
は
、
事

前
申
込
（
期
限
：
９
月
20
日

㈫
）
が
必
要
で
す
。
な
お
、
定

員
に
な
り
次
第
、
申
込
受
付
を

終
了
し
ま
す
。

◆
日
時　

９
月
27
日
（
火
）

　

心
理
士
に
よ
る
心
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

心
の
悩
み
で
お
悩
み
の
方
、

又
は
そ
の
家
族
の
方
は
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

応
相
談

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
泉
崎
村
保
健
福
祉
課

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

　

泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
心
配
な
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ

て
い
る
方
の
た
め
に
、
心
配
ご

と
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

９
月
３
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員　

村
民
生
委
員

　

河
島
喜
代
子
・
草
野
拓

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

総
務
省
で
は
、
泉
崎
村
を
担

当
す
る
行
政
相
談
委
員
と
し
て
、

次
の
方
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

◆
氏
名

　

中
目　

正
紀　

氏

◆
住
所

　

泉
崎
字
八
斗
蒔
65
番
地

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
３
７
３
１

　

行
政
相
談
委
員
は
、
相
談
所

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

９
月
３
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

※
行
政
相
談
委
員
は
電
話
や
手

紙
な
ど
で
も
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。

　

福
島
県
弁
護
士
会
白
河
支
部

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
実
施
い
た
し
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
予
約
が
必
要
と
な
り

広報
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心
配
ご
と
相
談
所

行
政
相
談
所

無
料
法
律
相
談

心
の
相
談
会
相　
　
談

就
業
構
造
基
本
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

案　
　
内

消
費
税
の

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

関
す
る
説
明
会

ま
す
。

◆
日
時　

10
月
28
日
㈮

　
　
　
　

13
：
00
～
16
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

総
務
省
統
計
局
（
福
島
県
・

泉
崎
村
）
で
は
、
10
月
１
日
現

在
で
就
業
構
造
基
本
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
日
本
の
就

業
・
不
就
業
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

統
計
法
（
国
の
統
計
に
関
す
る

基
本
的
な
法
律
）
に
基
づ
き
実

施
す
る
、
国
の
重
要
な
統
計
調

査
で
す
。
調
査
結
果
は
、
雇
用

政
策
、
経
済
政
策
な
ど
、
国
や

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
種

行
政
施
策
の
企
画
・
立
案
の
た

め
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ

れ
ま
す
。

　

調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に

は
、
９
月
下
旬
に
調
査
員
が
伺

建築工事などその他
☆気軽に御相談ください。



毎
年
９
月
９
日
は

「
救
急
の
日
」
で
す

９
月
24
日
～
９
月
30

日
は
結
核
予
防
週
間

で
す

募　
　
集

里
親
入
門
講
座
の
開

催
に
つ
い
て

　

年
に
一
度
は
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

問
泉
崎
村
保
健
福
祉
課

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

　

現
代
の
社
会
に
要
保
護
児
童
、

社
会
的
養
護
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
社
会
的
養
護
の
担
い
手

で
あ
る
里
親
に
つ
い
て
関
心
を

持
っ
て
も
ら
い
、
新
規
里
親
の

開
拓
に
繋
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

◆
日
時　

10
月
18
日
㈫

　
　
　
　

10
：
00
～
11
：
30

◆
会
場　

郡
山
市
中
央
公
民
館

（
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
）
３
階

　

第
８
・
９
・
10
講
義
室

◆
対
象　

里
親
制
度
や
子
ど
も

の
福
祉
に
関
心
の
あ
る
方

◆
定
員　

20
名

◆
受
付
期
間

　

10
月
11
日
㈫
ま
で

問
福
島
県
県
中
児
童
相
談
所

☎
０
２
４
・
９
３
５
・
０
６
１
１

・
主
に
課
税
事
業
者
の
方
向
け

　
　
　
　

10
：
00
～
11
：
00

・
主
に
免
税
事
業
者
の
方
向
け

　
　
　
　

14
：
00
～
15
：
00

※
希
望
す
る
方
に
は
、
説
明
会

終
了
後
「
登
録
申
請
相
談
会
」

を
30
分
程
度
行
い
ま
す
。

◆
場
所　

白
河
税
務
署
１
階

 

大
会
議
室

◆
申
込
先　

白
河
税
務
署

 

法
人
課
税
部
門

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
７
１
２
８

◆
「
救
急
の
日
」
・
「
救
急
医

療
週
間
」

　

厚
生
労
働
省
と
総
務
省
消
防
庁

は
、
救
急
業
務
及
び
救
急
医
療
に

対
す
る
国
民
の
正
し
い
理
解
と
認

識
を
深
め
る
と
と
も
に
、 

救
急

医
療
関
係
者
の
意
識
の
高
揚
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
９
月
９

日
を
「
救
急
の
日
」
、 

救
急
の

日
を
含
む
一
週
間
（
日
曜
日
か
ら

土
曜
日
）
を
「
救
急
医
療
週
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

◆
救
急
車
の
適
正
な
利
用
に
つ

い
て

　

救
急
車
は
、
救
急
要
請
場
所

か
ら
最
も
近
い
出
場
可
能
な
救

急
車
が
出
場
し
ま
す
が
、
救
急

出
場
が
増
え
る
と
、
遠
方
か
ら

救
急
車
が
来
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で

に
時
間
が
か
か
る
と
、
「
救
え

る
命
」
が
救
え
な
く
な
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
救
急
車
は
、

真
に
緊
急
性
の
あ
る
と
き
に
利

用
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
救

急
車
は
皆
さ
ん
の
医
療
資
源
で

あ
り
、
適
正
に
利
用
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

「
消
防
に
関
す
る
世
論
調
査
」

（
令
和
３
年
９
月
）の
な
か
で
、

救
急
車
を
利
用
す
る
理
由
と
し

て 

「
救
急
車
で
病
院
に
行
っ

た
方
が
優
先
的
に
診
て
く
れ
る

と
思
っ
た
か
ら
」
と
い
う
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。｢

救
え
る
命｣

を
救
う
た
め
に
も
、
救
急
車
は

緊
急
性
が
あ
る
と
き
に
利
用
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
効
果

　

平
成
16
年
か
ら
医
療
従
事
者

で
は
な
い
一
般
市
民
の
方
で
も

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
除
細
動

器
）の
使
用
が
認
め
ら
れ
、
バ

イ
ス
タ
ン
ダ
ー（
救
急
現
場
に
居

合
わ
せ
た
人
）に
よ
る
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
使
用
事
案
も
増
加
し
、
そ
の

広報
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効
果
は
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
現
在
、
駅
、
空
港

や
市
町
村
役
場
、
公
共
施
設
、

工
場
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
、
様
々
な
場
所
へ
の
設

置
が
進
ん
で
お
り
、
ま
た
様
々

な
形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
必

要
に
な
っ
た
場
合
に
慌
て
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
日
頃
か
ら
身

近
に
設
置
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
位
置
や
形
を
確
認
し
て
お
き
、

ひ
と
り
で
も
多
く
の
尊
い
命
を

救
う
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

結
核
と
は
、
結
核
菌
に
よ
っ

て
主
に
肺
に
炎
症
が
起
こ
る
病

気
で
す
。

　

最
初
は
風
邪
に
似
た
症
状
で

始
ま
り
ま
す
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
、

早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

・
た
ん
の
か
ら
む
咳
が
２
週
間

以
上
続
い
て
い
る
。

・
微
熱
、
身
体
の
だ
る
さ
が
２

週
間
以
上
続
い
て
い
る
。

　

高
齢
者
の
場
合
は
症
状
が
出

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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